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モビリティ人材育成事業活用の取組内容について

【施策６－２】 公共交通人材の育成・確保

目 的

・公共交通を持続的に確保・維持していくためには、公共交通ネット
ワークの充実や利用促進の実施など、多方面から様々な取組が必
要となります。
・公共交通に関わる人材の充実を図るため、利用促進などの取組を
実施できる人材の育成や運送を担う乗務員の確保に取り組み、ひ
いては、こうした人材が新たな人材の育成・確保につながるよう
な好循環の実現を目指します。

具体的
な内容

・国の制度などを活用し、交通に関する知識やデータ活用のノウハ
ウ、コーディネートのスキルなどを有する人材を育成します。
・人材育成にあたり、公共交通事業者や学識者による講演や市民参
加型のワークショップなどのプログラムを開催するほか、外部機
関が開催している公共交通のセミナーへの参加・案内を行います。
・定年退職後の消防職員からの乗務員転籍など、運転手確保の支
援に関する取組についても検討します。

■背景・取組概要

○今年３月策定の地域公共交通計画に掲げた
施策を着実に進めていくため、取組の趣旨
に合致した国の補助制度等を積極的に活用
していくことを検討

○本補助事業の趣旨である「共創」の観点に
鑑み、摂津市の強みである事業所との連携
による公共交通利用促進を目指し、中小事
業所経営者層との勉強会・意見交換会を通
じて、利用環境改善などの取組を検討・実施

▼地域公共交通計画における該当施策項目

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

取組内容

関係者連携
（摂津市商工会、交通事業
者、大阪大学、運輸局）

勉強会・意見交換会
事業所の取組振り返り
（キッズファクトリー等）

具体的な取組・試行

関係者調整・
データ等の提供

取組・試行内容の検討

・公共交通の現状・
知見等の共有
・利用促進のアイデ
ア出し 等

・試行的な取組の振
り返り・共有
・次年度の取組等

助言・取組内容の調整 助言・取組内容の調整 適宜助言

■取組スケジュール

勉強会・意見交換会
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参考：モビリティ人材育成事業

▼国土交通省 共創モデル実証運行事業・モビリティ人材育成事業説明資料
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